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交通課
 車載式速度測定装置１台
 の修繕契約

令和6年9月25日
三菱電気システム
サービス株式会社

 　1,054,900円
 （うち消費税及び
 地方消費税の額
 95,900円）

 （理由）
 　供給者によってのみ供給することが可能であり、
 他に合理的な代替となるサービスがないため。
 （根拠）
 　地方自治法施行令第167条の２第１項第２号及び
 財務規則運用方針第３節１の⑵
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